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２０２０年度 決算（見込み）のポイント ＜ 協会会計と国の特別会計との合算ベース ＞

収入は 10兆 7,650億円
⇒ 保険料の特例納付猶予等の影響により保険料収入が減少。前年度比は1,047億円の減少（▲1.0%）となった。

支出は 10兆 1,467億円
⇒コロナの影響による加入者の医療機関への受診動向等の変化の影響等により、保険給付費が減少。前年度比は1,831億円の減少（▲1.8%）となった。

この結果、2020年度 の収支差は6,183億円 となり、前年度比は784億円の増加となった。

○ 保険料収入は1,321億円減少した。これは、
① 被保険者数の伸びが急激に鈍化し、賃金についても、「標準報酬月額」は、例年であれば定時決定（9月）後に増加するところ、2020年は緩やかに減
少したため、9月以降は対前年同月比でマイナスとなっていることや、「賞与（支払い月数）」が減少した影響と、
② 新型コロナウイルス感染症等の影響により保険料の納付が困難な場合に、特例として保険料の納付が猶予される制度※1によって、一部の保険料の
納付が猶予されていることが主な要因。この結果、2020年度の保険料収入の伸び率は▲1.4％となった＜主要計数の詳細は4ページを参照＞

○ 国庫補助等は626億円増加した。これは、保険給付費を補助対象とした国庫補助金について、保険給付費の実績は減少しているものの、2020年度予
算案の保険給付費（総額）を基準として交付されているためである※2。

※1 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和2年法律第25号）」による保険料の納付の猶予の特例。2020年1月から12月分までの保険料が対象。
※2 今後、国庫補助金は、2021年度中に2020年度の保険給付費等の実績（決算）に基づいて精算し、受け入れ超過分については、国庫へ返還する見込み。

○ 支出の6割に相当する保険給付費（総額）は、1,799億円減少し、伸びは▲2.8%となった。これは、新型コロナウイルス感染症の影響（以下「コロナの影響」
という。） による加入者の医療機関への受診動向等の変化の影響等によって「医療費（加入者1人当たり医療給付費）」が減少したことが主な要因。なお、
「医療費」の減少は、協会けんぽ発足以来初めて。＜詳細は4ページを参照＞

○ 高齢者医療にかかる拠出金等（総額）は、376億円の増加にとどまった。これは、人口の年齢構成の影響により、後期高齢者の人数の伸びが一時的に鈍
化することが主な要因。＜詳細は5ページを参照＞

なお、後期高齢者支援金は、団塊の世代が後期高齢者となり始める2022年度以降、大幅な増加が見込まれている。＜詳細は16ページを参照＞
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○ 収支差が前年度比で増加（784億円）した要因は、保険料収入等の収入の減少に対し、保険給付費等の支出の減少額が上回ったことによるものである。

○ 今後、収入については、経済状況の先行きが不透明であることから保険料収入の見通しも不透明である一方で、支出面では、医療給付費は、コロナの影
響による加入者の医療機関への受診動向等の変化の影響等によって2020年4・5月に大幅に減少した後、徐々にコロナ禍前の水準まで戻りつつあることや、
2022年度以降、後期高齢者支援金の増加が見込まれていること等も踏まえると、協会けんぽの財政は楽観を許さない状況である。
＜加入者1人当たり医療給付費の推移の詳細は12ページを参照＞

○ なお、2020年度末の準備金残高は4兆103億円となった。この金額は、保険給付費等に要する費用の5.0ヵ月分に相当する。＜詳細は6ページを参照＞



協会けんぽ(医療分)の 2020年度決算見込み
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決算の推移
＜ 協会会計と国の特別会計との合算ベース ＞

3



主要計数の推移
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（被保険者数や加入者数の動向）
○ 被保険者数の推移は、2010年度以降、緩やかな増加傾向が続いていたが、2015年度以降は日本年金機構の適用促進対策の取組もあり、2017年度
には被保険者数+3.9%、加入者数+2.5%と高い伸びとなった。

○ しかしながら、近年、保険料収入を増加させていた被保険者数の伸びについては、2017年度（9月）をピークに鈍化傾向が続いており、2020年度は、被
保険者数+0.9%、加入者数+0.1%となった（9、10ページ参照）。
（2019年度は、大規模健康保険組合の解散による一時的な影響によって、被保険者数+4.4%、加入者数+2.7%となったが、解散の影響を除くと、それぞれ+2.3%、+1.1%となる。）

（賃金の動向）
〇 保険料収入の基礎となる賃金（標準報酬月額）は、リーマンショック（2008年秋）による景気の落込みから2009～2011年度にかけて大きく落ち込んだが、
2012年度には底を打って、その後上昇に転じた。2018年度には、標準報酬月額は28.8万円と、リーマンショック前の水準（28.5万円）を上回り、伸び率は
+1.2%と、2008年度以降で最も高い伸びとなった。
（2016年度の標準報酬月額の伸びは+1.1%となっているが、これは制度改正（標準報酬月額の上限引上げ）の影響があり、その影響を除いた2016年度の伸びは+0.6%となる。）

〇 2020年度は、8月までは対前年同月比の標準報酬月額の伸びはプラスで推移していたものの、コロナの影響による経済状況の悪化等によって、9月の
定時決定後の前年同月比の伸びはマイナスで推移したため、2019年度と同水準（▲0.0%）となった（11ページ参照）。

（医療費の動向）
〇 1人当たり医療給付費（保険給付費の9割を占める）の伸び率は、2008～2010年度までは+2%後半～+3%半ばで推移したのち、2011年度以降は鈍化
して、2014年度までの伸びは+1%後半～+2%前半にとどまっていた。

〇 しかしながら、2015年度に高額な薬剤が新たに保険医薬品として収載されたことから、2014年度までの傾向から一転して、+4.4%と高い伸びとなった。
また、翌年度（2016年度）には、診療報酬のマイナス改定（▲1.31%）や2015年度の高い伸びの反動等から、伸び率は+1.1%と急激に鈍化した。

〇 2019年度の1人当たり医療給付費の伸び率は、+3.2%と比較的高い伸びとなったが、一転して、2020年度の1人当たり医療給付費の伸びは、コロナの影
響による加入者の医療機関への受診動向等の変化の影響等により、▲3.5%となった。2020年度の医療給付費の対前年同月比の伸び率の推移をみると、
1回目の緊急事態宣言が発出されていた4、5月に大きく低下した後、徐々に2019年度の水準まで戻りつつあり、急激な落ち込みは一時的なものとなって
いる（2020年度の加入者1人当たり医療給付費の対前年同月比の推移は、12ページ参照）。



拠出金等の推移
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（これまでの推移）
○ 拠出金等の支出は、2011年度まで3兆円を下回っていたが、その後は大幅に増加して2013年度には3兆4,886億円に達した。特に2012年度と2013年
度の増加額は5,134億円におよび、わずか2年で拠出金の負担は2割増加となった。その後、高齢者医療費が年々増加する中、退職者医療制度の廃止、
後期高齢者支援金等の総報酬割分の拡大（注1）といった制度改正や精算（概算納付分の戻り）の影響により、2014年度から2016年度の間は合計1,208
億円減少した。

○ しかしながら、2017年度には、高齢者医療費の伸びに加え、近年、拠出金の伸びを抑制していたマイナス精算（概算納付分の戻り）の影響がなかったこ
とにより1,235億円増加し、拠出金等は再び増加傾向となった。2018年度には、総報酬割分の拡大の影響が無くなったことや高齢者医療費の伸びによる
後期高齢者支援金の増加はあるものの、診療報酬のマイナス改定に加えて、退職者給付拠出金が減少（注2）したこと等によってほぼ横ばいとなった。

〇 2019年度の拠出金等は、対前年度比1,150億円増加した。これは主に、後期高齢者支援金について高齢者医療費の増加等により、概算納付金が
1,529億円増加したためである。

（注1） 後期高齢者支援金等は、総報酬割分が2015年度からの3年間で段階的に拡大。このため、2015～2017年度までの3年間については、総報酬割の拡大がなかった場合に比べて、実際の増加額は低減。
〔2015年度：1/3 → 1/2 2016年度：1/2 → 2/3 2017年度：2/3 → 3/3（前面総報酬割）〕

（注2） 退職者給付拠出金は、2015年度から新規適用がなくなった（2014年度で経過措置による新規適用終了）ため大幅に減少している。

（2020年度の動向）
〇 2020年度は、前年度から397億円と小幅な増加にとどまった。これは、後期高齢者支援金について、人口の年齢構成の影響により、後期高齢者の人数
の伸びが一時的に鈍化するため、後期高齢者医療費の伸びも鈍化すること等によって、支援金額が小幅な増加にとどまったことが主な要因。

〇 なお、今後、特に2022年度以降は、団塊の世代が後期高齢者となり始めることによって、後期高齢者支援金が年々大幅に増加していくものと考えている
（今後の後期高齢者支援金の推移は、16ページ参照）。



単年度収支差と準備金残高等の推移 （協会会計と国の特別会計との合算ベース）

6



協会けんぽの事業所数・被保険者数・被扶養者数の推移（指数）
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※ 2008年10月末における事業所数、被保険者数、被扶養者数をそれぞれ100とし、その後の数値を指数で示している。



75歳未満の者の制度別加入者数及び75歳未満人口の推移
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協会けんぽ被保険者数の伸び率の推移（対前年同月比）
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被保険者数の対前年同月比の伸びは、2017年9月をピークに鈍化傾向が続いている。



協会けんぽの被保険者数の動向（２０２０年度）
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被保険者数の対前年同月比の伸びは特に2020年4月から鈍化している。業態別でみると特に「機械器具製造業」、「その他の運輸業」、「飲食
店」、「職業紹介・労働者派遣業」の対前年同月比の減少が大きい（2021年3月末）。
※「その他の運輸業」は、鉄道業、道路旅客運輸業、水運業、航空運輸業、倉庫業等が含まれる。



協会けんぽの平均標準報酬月額の動向（２０２０年度）

11

標準報酬月額について、例年9月に増加するのが最近の傾向であるが、2020年度は横ばいで推移している。

業態別にみると、特に「その他の運輸業」、「宿泊業」、「飲食店」の対前年同月比の落ち込みが大きい（2021年3月末）。



協会けんぽの加入者1人当たり医療給付費と対前年同月比伸び率の推移

加入者1人当たり医療給付費の対前年同月比は4月・5月に大きく低下したが、その後、徐々に2019年度の水準まで戻りつつある。
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協会けんぽの医療費の動向（２０２０年度）

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、全国的に加入者1人当たり医療費の対前年同月比はマイナスである。

年齢階級別にみると年齢階級「0～9歳」の被扶養者の減少が顕著であり、これがマイナスに寄与している。
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加入者1人当たり医療費の対前年同期比（年齢階級_2020年度）



また、疾病分類別にみると「呼吸器系の疾患」が、加入者1人当たり医療費の対前年同期比の減少に大きく寄与している。
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加入者1人当たり医療費の対前年同期比（疾病分類_2020年度）



協会けんぽの保険財政の傾向

近年、医療費（１人当たり保険給付費）の伸びが賃金（１人当たり標準報酬月額）の伸びを上回り、協会けんぽの保険財政は赤字構造

15



協会けんぽの後期高齢者支援金の推移

近年、後期高齢者支援金は、総報酬割の拡大により一時的に伸びが抑制されていたが、2022年以降は、団塊の世代が75歳以上になり始める
ため、大幅な増加が見込まれている。
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（※1） 後期高齢者支援金については、当該年度の支出額（当該年度の概算分と2年度前の精算分、事務費の合計額）である。
（※2） 人口に占める75歳以上の割合については、2019年度以前の実績は「高齢社会白書」（内閣府）、2020年度以降の推計値は「日本の将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所、2017年推計）による。
（※3） 一定所得以上の後期高齢者の医療費窓口負担の2割への引き上げについては、2022年度後半に施行されることとされているが、具体的な時期が未定のため、2023年度以降の推計値から影響を考慮している。
（※4） 2022年度以降の推計値は、百億円まるめで記載している。



協会けんぽの２０２０年度決算報告書（介護保険分を含む）の概要

注）１． 「協会決算」における医療分（ａ）の収支差（（※）6,370億円）と、「協会会計と国の特別会計との合算ベース」（P.2）における収支差（6,183億円）
との差異（187億円）は、国に留保されている未交付分保険料によるものである。具体的には、2019年度末時点で未交付となっていた
303億円が2020年度に交付された一方で、2020年度末時点で未交付となった117億円が2021年度の交付となることによるもの。
なお、これらの未交付分は保険料率の算定には影響しない。 （187億円 ＝ 303億円－117億円）

２．端数処理のため、計数が整合しない場合がある。

３．上記の相関関係を示したものが、18ページの図表になる。

Ⓟ
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合算ベースの収支（協会会計と国の特別会計との合算）と協会決算との相違（２０２０年度医療分）
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・収支差計の値は、適用した保険料率（全国平均
10.00％、静岡支部9.73％）と実績の均衡保険料
率（結果的にはこれだけあれば良かったという保険
料率）との差を表している。今年度は、適用した保険
料率が実績の均衡保険料率に比べて高かったため、
プラスとなっている。

■支部別収支について
収支差は、見込みと実績の乖離によって生じるものであって、収支差が生じる要因は、大きく分けて全国平均分と地域差分に区分される。

①収支差計 （実績値） ②全国平均分 （計算値） ③地域差分

・全国平均分の値は、①収支差計で出た値が
全国平均で均一の割合であったと仮定したとき
の値である。

※各支部の値は、全国計の収支差を
令和２年度実績の総報酬額で按分したもの

・①収支差計と②全国平均分との差額の値である。

静岡支部 15,223百万円のプラス 静岡支部 16,150百万円のプラス 静岡支部 928百万円のマイナス

静岡支部の地域差分はマイナスであり、令和4年度の支出にその分が加算される
（保険料率が上がる方向）

令和4年度の保険料率算定時に精算

支部別収支差
総報酬額

（令和２年度実績）
保険料率換算

[a]（百万円） [b]（百万円） [a]÷[b]×100 （%）

静岡 ▲928 2,471,608 ▲0.04

令和２年度支部別収支

19
・ 令和4年度都道府県単位保険料率の算定においては、令和2年度の都道府県支部ごとの収支における収支差（地域差分）について精算

　する必要がある。当該収支差は、プラスの場合は収入に加算し、マイナスの場合は絶対値の額を支出に加算する。

・ 令和4年度都道府県単位保険料率算定の際の精算に係る保険料率は、令和2年度の支部の収支差（地域差分）を令和4年度の総報酬額

　の見込額で除したものになるため、表中の保険料率換算（収支差（地域差分）を令和2年度の総報酬額の実績で除したもの）とは異なる。


